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令和４年第１回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年１月２４日(月) 午後 3時50分から午後 4時 30分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（11人） 

 

１１番 水谷 茂樹（会 長）  7番 善岡 浩樹（会長代理） 

１番 松田  力   ２番 中村 広治   ３番 北清 裕邦 

４番 植松 春雄   ５番 澤田 正人   ６番 藤崎 正雄 

８番 川瀨  崇   ９番 川島 史伸    １０番 高田 秋光 

 

４．欠席委員（ 0人）   

    

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   澤田 正人   藤崎 正雄     

第 ２ 会議書記の指名      川本局長、滝上推進員、手嶋主事、下浦主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長 

第 ４ 会務報告                事務局 川本局長 

第 ５ 議事参与の制限           あり（水谷会長･澤田委員･松田委員･高田委員） 

第 ６  報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ７  報告第２号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

第 ８  報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出について 

第 ９  議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第１０  議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積 

計画の決定について 

第１１  議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による 

農用地利用配分計画（案）について 

第１２  議案第４号 特例農用地利用規程の変更認定に係る意見書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    川本弥生事務局長・滝上和昭農地推進員・手嶋啓太主事・下浦健太主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長   
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事務局長(川本)  

 

 

 

 

 

会 長（水谷） 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

只今から、令和４年第１回農業委員会を開催します。 

 本日は、全１１名の委員が出席で、会議規則第６条の規程により会議が

成立しておりますので報告いたします。 

それでは、水谷会長より挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

 波乱の幕開けとなりました。農業情勢、農業政策未だに不透明不安定、

明るい兆しが見えて参りません。今年から委員、職員頭を悩ませる事が増

えると思いますが、ご協力ください。 

 

 これより令和４年 第１回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第１ 署名委員の選出について 

 澤田委員・藤崎委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名 会議書記には、川本事務局長 滝上農地推

進員 手嶋主事 下浦主事を配置いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告   續木産業課長よりお願い申し上げます。 

 

 

 現在町内におけるコロナの対策についてお知らせを致します。北海道に

おいてもまん防の重点措置の追加を要請しておりますので、本日朝庁舎内

におきまして対策会議を開催し、明日からまん防に変わるのではないかと

の報告となっておりました。見込期間は１月２５日から２月１３日ではな

いかと思っております。現状道の HP において、北竜町は０人となってお

りますが、陽性者が出たと言うことで今後は６人との発表になるかと思い

ます。現状経路等が判明しておりますし、追跡調査も判明しておりますの

でこれ以上の広がりは今の所ないものと思われます。町内各施設の利用に

つきまして、現在１月２６日迄は利用を中止しておりますが、２７日から

は町民限定でも利用を再開致します。３回目のワクチン接種についても始

まっており、順次ご案内が届くかと思いますので、接種を受けて頂くよう

お願い致します。 

以上農政報告と致します。 

 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 
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事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

会務報告 ４ページをお開き下さい。 

【４ページ朗読】 

 

 

日程第５ 議事参与の制限について 

議案第２号で私と、松田委員、澤田委員に議案第３号で高田委員に議事

参与の制限がかかります。 

 

それではこれより、報告３件、議案４件の審議に入ります。 

 

 

日程第６ 報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進

達について、説明願います。 

 

 

５ページをお開き下さい。 

報告第１号 農業者年金（旧制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

 

平成１３年改正農業者年金基金法附則第８条第１項の規定により読み

替えられて、なおその効力を有する者とされた旧法施行規則第２６条の規

定に基づき、別紙の者に係わる旧老齢者年金裁定請求書を進達したので報

告する。 

 

令和４年１月２４日提出  

 

６ページをご覧下さい。 

 老齢年金番号  ７５ 

 氏  名   板谷  渡邊 隆さん 

生年月日   昭和32年 1月6日 

進達日    令和4年 1月11日 

年金加入期間 昭和63年 8月10日～平成14年 1月1日 

 

満65歳到達による裁定請求です。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第７  報告第２号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の

進達について説明願います。 

 

 

７ページをご覧下さい。 

報告第２号 農業者年金（新制度・老齢年金）裁定請求の進達について 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第１４条の規定に基づき、別紙

の者に係わる農業者老齢年金裁定請求書を進達したので報告する。 

 

令和４年１月２４日提出  

 

次のページをご覧下さい。 

老齢年金番号  １３８ 

 氏  名   板谷  渡邊 隆さん 

生年月日   昭和32年 1月6日 

進達日    令和4年 1月11日 

年金加入期間 平成14年 1月1日～平成29年1月 5日 

 

満65歳到達による裁定請求です。 

以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

日程第８ 報告第３号 農地法第３条第１項の規定による相続の届出

について説明願います。 

 

 

９ページをお開き下さい。 

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による相続の届出につい

て 

 

農地法第３条の３第１項の規定による相続により権利を取得した旨の

届け出を別紙のとおり受けたので報告する。 

 

令和４年１月２４日提出 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

次のページをご覧下さい。 

受理番号 ４－１ 相続 

権利取得者 西川 澤田 正人さん 

権利移譲者 父親の澤田隆司さんが令和２年２月８日に亡くなられ相

続をしました。 

土地の所在は西川７４番地４外１５筆です。 

田が１４筆、畑が２筆で 合計面積 ４７，０８７㎡です。 

土地は資料１～２ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

次に、日程第９ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意

解約について、説明願います。 

  

 

１１ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件につ

いて議決を求める。 

 

令和４年１月２４日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－１ 合意解約  

 貸 主  札幌市 北海道農業公社 

借 主  三 谷 農事組合法人みずほファーマーズ 

土地の所在は三谷４０番地１外２８筆で田が２６筆、畑が３筆で 

合計面積が １６２，２０７㎡です。 

資料３～４ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

日程第９ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約

について承認されました。 

 

次に、日程第１０ 議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画の決定について説明願います。 

 

 

１４ページをご覧下さい。 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について 

 

 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、北竜町から決定を求め

られた、別紙の農用地利用集積計画について議決を求める。 

 

令和４年１月２４日提出   

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ４－贈－１ 

所有権の移転を受ける者 岩 村  岩倉 祥隆 

所有権の移転する者   岩 村  北清 敏美 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、贈与です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

土地の所在は、岩村４７番地１０です。 

田が１筆で面積は２８㎡です。 

資料の５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

採決いたします。 

番号４－贈－１承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－贈－１について承認されました。 

次に番号４－売－１について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－１ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 

所有権の移転する者   岩 村 北清 敏美 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

対価の支払期限は、令和４年３月１４日です。 

売買価格は、１５，４７０，０００円です。 

土地の所在は、岩村１４番地１外７筆で、田が８筆、 

面積は６０，４７３㎡となっております。 

資料の６ページに航空写真等を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－１承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－１について、承認されました。 

次に番号４－売－２について説明願います。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

滝上推進員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－２ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 

所有権の移転する者   札幌市 大岩 誠 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

対価の支払期限は、令和４年３月１４日です。 

売買価格は、２，４８０，０００円です。 

土地の所在は、碧水１７２番地１、田１筆で 

面積は１２，９１６㎡となっております。 

資料の７ページに航空写真等を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

このような形になっているのはなぜか。 

 

 

畦を取って１枚の田んぼになっているためです。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－２承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－２について、承認されました。 

次に番号４－売－３について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－３ 

所有権の移転を受ける者 札幌市 北海道農業公社 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権の移転する者   板 谷 渡邊 隆 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

対価の支払期限は、令和４年３月１４日です。 

売買価格は、２３，４０３，０００円です。 

土地の所在は、板谷１５番地２外１５筆で、田１５筆、畑１筆、 

面積は８７，６１７㎡となっております。 

資料の８ページに航空写真等を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－３承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－３について、承認されました。 

次に番号４－売－４について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－４ 

所有権の移転を受ける者 和   石井 隆 

所有権の移転する者   和   小林 俊哉 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

対価の支払期限は、令和４年５月３１日です。 

売買価格は、５，９１０，０００円です。 

土地の所在は、和７７番地５外１筆、全て田となっており、 

面積は２０，４１２㎡となっております。 

資料の９ページに航空写真等を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－４承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－４について、承認されました。 

次に番号４－売－５について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい 

番号 ４－売－５ 

所有権の移転を受ける者 和   髙田  学 

所有権の移転する者   板 谷 大田原 繁喜 

所有権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和４年１月２５日です。 

対価の支払期限は、令和４年５月３１日です。 

売買価格は、３，１６１，０００円です。 

土地の所在は、板谷６７番地７外２筆、全て田となっており、 

面積は１０，７７３㎡となっております。 

資料の１０ページに航空写真等を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号４－売－５承認とされる方は挙手をお願いいたします。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

滝上推進員 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号４－売－５について、承認されました。 

次に番号４－賃－１ついてですが、澤田委員に議事参与の制限がかかり

ますので宜しくお願いします。それでは説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－１ 

利用権の設定を受ける者 西 川  澤田 正人 

利用権の設定する者   小樽市  小峯 宏幸 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和４年１２月３１日です。 

賃貸料は、１２,３５０円です。 

水張 １９a 反当６,５００円で、賃貸契約の更新です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、西川８０番地３外４筆です。 

田が５筆で、面積 １,８４１㎡です。 

資料の１１ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

１年契約の理由は。 

 

 

借主から、６５歳を過ぎたので、１年毎の更新としたい旨の申し出があ

るためです。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－１について承認される方は、挙手願います。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

北清委員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－１について承認いたします。 

澤田委員の議事参与の制限を解きます。 

次に、番号 ４－賃－２について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－２ 

利用権の設定を受ける者 碧 水  白岡 直樹 

利用権の設定する者   碧 水  農事組合法人碧水農場 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和６年１２月３１日です。 

賃貸料は、６１，１００円です。 

水張 ９４a 反当６,５００円で、賃貸契約の更新です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、碧水１９８番地１です。 

田が１筆で、面積１１，０４３㎡です。 

資料の１２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

北清委員、この土地は水田として機能するのか。 

 

 

用水も排水もあり、米を作っているので問題ない。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－２について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

番号 ４－賃－２について承認いたします。 

次に、番号 ４－賃－３について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－３ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  株式会社ファーム善蔵 

利用権の設定する者   和    金山 智徳 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和９年１２月３１日です。 

賃貸料は、２９，７００円です。 

水張 ３３a 反当９，０００円で、賃貸契約の更新です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、和８番地１７外２筆です。 

田が３筆で、面積３，３４１㎡です。 

資料の１３ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－３について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－３について承認いたします。 

次に、番号 ４－賃－４について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－４ 

利用権の設定を受ける者 板 谷  川田 透 

利用権の設定する者   板 谷  川田 武雄 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

議  長 

 

 

 

議長(善岡) 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和８年１２月３１日です。 

賃貸料は、１７３，６００円です。 

水張 ２４８a 反当７，０００円で、賃貸契約の更新です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、碧水１０９番地８外５筆です。 

田が６筆で、面積２６，８１０㎡です。 

資料の１４ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－４について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－４について承認いたします。 

 

次に、番号 ４－賃－５について、私に議事参与の制限がかかりますの

で、議長を善岡代理に交代します。 

 

 

それでは番号 ４－賃－５について、説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－５ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛  農事組合法人ほのか 

利用権の設定する者   沼田町  𠮷田 喜一郎 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和６年１２月３１日です。 

賃貸料は、３３７，０００円です。 
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議長(善岡) 

 

 

委  員 

 

 

議長(善岡) 

 

 

 

委  員 

 

 

議長(善岡) 

 

 

 

議長(水谷) 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水張 ３１３a 反当１０，０００円、 

４８a 反当 ５，０００円で、賃貸契約の更新です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、美葉牛９９番地４外３筆です。 

田が４筆で、面積３６，４０７㎡です。 

資料の１５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－５について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－５について承認いたします。 

水谷会長の議事参与の制限を解き、議長を交代します。 

 

 

次に、番号 ４－賃－６について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－６ 

利用権の設定を受ける者 板 谷  松本 和宏 

利用権の設定する者   板 谷  大田原 繁喜 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。納税猶予地のため特定貸付けとなります。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和１４年１２月３１日です。 

賃貸料は、３２７，０００円です。 

水張 ３２７a 反当１０，０００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷７０番地２外５筆です。 

田が４筆、畑が２筆で、面積３４，２５３㎡です。 

資料の１６ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－６について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－６について承認いたします。 

次に番号４－賃－７ついてですが、松田委員に議事参与の制限がかかり

ますので宜しくお願いします。それでは説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－７ 

利用権の設定を受ける者 板 谷  松田 力 

利用権の設定する者   板 谷  大田原 繁喜 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。納税猶予地のため特定貸付けとなります。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和１４年１２月３１日です。 

賃貸料は、１９８，０００円です。 

水張 １９８a 反当１０，０００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷７０番地４外２筆です。 

田が２筆、畑が１筆で、面積 ２４，３６４㎡です。 

資料の１７ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－７について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ４－賃－７について承認いたします。 

松田委員の議事参与の制限を解きます。 

次に、番号 ４－賃－８について説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－賃－８ 

利用権の設定を受ける者 和    髙田 学 

利用権の設定する者   板 谷  大田原 繁喜 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。納税猶予地のため特定貸付けとなります。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和１４年１２月３１日です。 

賃貸料は、５５，０００円です。 

水張 ５５a 反当１０，０００円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、板谷７０番地３です。 

田が１筆で、面積５，８３３㎡です。 

資料の１８ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

質疑等がありませんので採決します。 

番号 ４－賃－８について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

番号 ４－賃－８について承認いたします。 

 

日程第１１ 議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１

９条の規定による農用地利用配分計画(案)についてですが、髙田委員に議

事参与の制限がかかりますので宜しくお願いします。では説明願います。 

 

 

２９ページをお開き下さい。 

議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定に

よる農用地利用配分計画(案)について 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定により、北竜町か

ら意見を求められた、別紙の農用地利用配分計画(案)について適当である

との議決を求める。 

 

令和４年１月２４日提出  

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ４－中間－１ 

利用権の設定を受ける者 三 谷  株式会社 高田 

利用権の設定する者   札幌市  北海道農業公社 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

賃貸期間は、令和４年１月２５日から令和８年１２月３１日です。 

賃貸料は、１，４８１，０００円です。 

支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は三谷４０番地１外２８筆で田が２６筆、畑が３筆で 

合計面積が １６２，２０７㎡です。 

資料３～４ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。適当であるとされる方は挙手をお願いします。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手嶋主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

  

 

日程第１１ 議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１

９条の規定による農用地利用配分計画(案)については適当であると致し

ます。 

髙田委員の議事参与の制限を解きます。 

 

 

日程第１２ 議案第４号 特定農用地利用規程の変更認定に係る意見

書について説明願います。 

 

 

３２ページをお開き下さい。 

議案第４号 特定農用地利用規程の変更認定に係る意見書について 

 

農業経営基盤強化促進法第２４条第1項の規定により、北竜町から同意

を求められた、別紙の農用地利用規程について議決を求める。 

 

令和４年１月２４日提出  

 

内容につきまして、別紙はありません。手嶋主事より説明致します。 

 

 

 資料はございませんが、昨年出来た特例農用地利用規程の内容の一部

を変更すると言うことで、規定している受け手の変更についても農業委

員会に意見書が求められるので今回提出しています。内容は地区内の美

葉牛に一部沼田町の方が耕作している部分において、沼田町の方が経営

移譲する際に使用貸借するにも、名簿に記載がないためすることができ

ないことや去年経営移譲を行った方３名についても名簿に掲載するため

に今回、町からの意見書の提出がありました。 

以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。同意とされる方は挙手をお願いいたします。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

【全員挙手】 

  

 

日程第６ 議案第４号 農用地利用規程の認定に係る意見書について

は同意と致します。 

 

以上で第１回農業委員会総会終了致します。 

 

 

 

 


